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日の里２丁目自治会会議　議事録
	会　議　名
	令和８年２月度　２丁目自治会会議

	日　　時
	令和８年２月21日　土曜日　１９：００～

	場　　所
	日の里２丁目公民館

	出　席　者
	五役5名、専門職４名、新五役３名、新専門職３名
隣組長14名、各種団体２名

	　作　成　者
	書記


	議　　　題
1． 日の里地区コミュニティ運営協議会報告事項
（1） ２月２日実施の会長会・議員懇談会について
（2） 新役員・組長の、コミセン公式LINE（デジタル回覧板）の登録について
（3） 各助成金の実施報告書及び防犯灯の支払について
（4） 次年度コミュニティ協議会の年度計画案について
（5） コミュニティ協議会アンケートについて
２．２丁目自治会報告事項・協議事項
（１）執行部より
①2丁目自治会規約の改定について
（自治会の役員、委員関係）
②次年度活動計画について
（主要な催事の部門協働開催等）
③日の里地区消防団からの消火器頒布について
④各種委員任期切れに伴う継続手続きについて
⑤令和７年度各役職手当の支給
　（２）子ども育成部より　
　（３）健康福祉部より
　（4）生活環境部より
　　　２丁目資源ごみ分別収集当番　
（５）公民館活動部
　（６）広報部より
 （７）情報統括部　　
（8）構成団体
＜シニアクラブゆうゆう会＞
＜福祉会＞
＜防災会＞
＜子ども会＞
3． その他
新隣組長への職務引継ぎついて
①次年度の自治会活動について・・・・・口頭
②隣組長の役割
・・・・・・・・　*（隣組単位の世帯数と回覧リスト）
③所属専門部での役割・・・・・・・・・・・・口頭
④スマホ等によるライン登録の手順・・・口頭
・R7.6.21預かりの転入届（個人情報）3通を
各所属隣組長に返却すること
●総会代議員の選任　　　代議員規程について
次回の自治会会議予定

	議　事　録
冒頭、会長より、住民から3月1日付で当自治会に入会したいと市を通じて会長宛てに届いたと吉報が伝えられた。
（1） 年に1回、会長会の後に市会議員とのやり取りがある。
防災関連については、ものすごく熱心に取り組んでいる若手議員がいて、令和8年度からは防災計画の準備をしたいと思いますということで、色々お知恵をいただきまして情報収集を今、はかっている。今度、新たに就任する若手防災士の方々と打合せしながら2丁目に反映して行こうかと考えていると概要説明があった。
（2） これは皆さん方（R7年度役員等・隣組長等）に年度冒頭お願
いしたと思いますが、今は紙とか電話（連絡）で情報伝達する時代ではないので、新役員・組長の方々に、是非、携帯でのLINE登録をお願いします。後ほど、引継ぎの処で、ご説明します。
(３) 今までコミセンは上期と下期に分けて銀行振込していたが、
金融機関の振込手数料も無視出来なくなっている。2回よりも1回で済めば経費軽減になる。７，８月で全助成金が入っている。報告書については今月末提出し、完結する形で、事務手続きの簡素化という部分は進んでいると説明があった。

（４）今のところ確定しているのは、分別収集とかの部分は、今、
行動計画の中で日程をおさえている。公民館活動部とか健康福祉部については、後日、情報統括部と調整しながら進めて行きます。懸案の日の里まつり日程については、8月22日（土）、23日(日)ということで確定していると説明があった。
（５）これは、先般、ご案内のとおり、URの高層103，104号地が
今月末で締め切って、3月2日に業者の入札が行われ、3月10日前後位にはだいたい業者が確定するはこびです。となると、コミセンの移転という部分が出てくる。新しい用地、新しい施設の中に入る予定です。入れるのは早くて令和9年度後期、遅れれば10年度上期になると思うと説明があった。

（１）
　①【協議事項】資料日の里2丁目自治会規約一部改正（案）に
基づき、概要提案があった。
○12月自治会会議（定例会）で会計監査及び顧問は役員ではないのではないかという意見があり、第6条4項各種委員及び各種団体代表者部門に移動することを提案したが、それはおかしいということで、改めて継続審議なった。
それで、2月18日の役員（十役）会で改めて協議した結果、そもそも自治会は任意団体であり、会計監査や顧問が役員であるとか否とか規程はない。現状で問題がないのであれば、条文を変更する必要はないのではということで、現行どおりとする。
○報酬・行動費支給に関する細則については、現行、会計監査・顧問が、それぞれ□□円、また民生・児童委員が□□円となっているが、実際は規定通り支払われてないので、次のように改訂する。
　会計監査　□□円
　顧問　　　　□□円
　また、民生・児童委員については、別途、民生・児童委員規程による（当自治会からの支払いなし）。
また、現行条文中、誤字等についての訂正。
以上について、協議した結果、拍手をもって承認された。
　②令和8年度　日の里2丁目自治会　事業活動計画について
令和7年度はじめの総会で承認されている健康福祉部であるとか子ども育成部であるとか、各部門の事業計画の活動についての報告を各部長さんよろしくお願いします。
新たに次年度事業計画につきましては、たたき台は作っておりますので、各部長さんが一応打ち出してもらって、4月にすりあわせして、成案化し、総会に持って行こうと考えています。できれば、3月18日の役員会までに報告と計画という部分を情報統括まで提出願います。
　③日の里第10消防団から消火器頒布について
この前、回覧を回しましたが、最近、乾燥していて火事が多いので、5年間有効の消火器を紹介された。消防団の方から売り込みがあり、自宅まで持ってくる。LINEでも注文可。また、コミセンに電話してもらってもメッセージが届くとのこと。
4 －

5 （個別に支給済）

（２）2月17日、コミュニティセンターで今年度最後の定例会が
あった。
（３）3月＿日に定例会があります。

（４）
下記の予定表のとおり当番の説明があった。
　　資源ごみ分別収集当番表　
月日　　 場所
ドリームリマ前
２丁目公園
２月２８日(土)
９組
２組
３月２７日(金)

10組

３組

時間は７：３０～８：３０　
変更する際は「くすの木園」(37-2555)に連絡を。
（５）公民館清掃当番表の説明があった。
月　日
（第２・４日曜日）
公民館清掃当番
２月22日(日)
８組
３月８日(日)
９組

３月22日(日)
10組
（６）　－
（７）隣組長に配布している個人情報の第三者提供に関する同意
書について次のような説明があった。
（現）隣組長から8年度隣組長へこの書類を渡し、書いていただき、次回3月定例会に持参し、情報統括まで提出願います。
新役員・専門職の方々についてはどうかという問いがあった。
先日、渡して対応済と回答（一部漏れていた方に用紙渡し）。
また、この個人情報の取扱いについて問いかけがあった。
この個人情報は、現隣組長から新隣組長に渡すとき伝えて欲しいと次のような説明があった（回答）。
この同意書はPDF（電子）化して、情報統括の方で管理します。書いてもらった原本は最終的に破棄します。
（８）
シニアクラブゆうゆう会・２丁目自治会福祉会
－
防災会　近隣（福津市）の事例が参考に述べられた。
福津ではもう10年くらい前から活動しているという。
防災会がトップに立って、自主防災会が下につくという格好で活動しているとのこと。

－
３．
令和8年度の運営体制について　（敬称略）
役員候補者及び会計監査・顧問の候補案
会  長（古後　19組 ）
副会長（松下　8組　）
副会長（立花　５組  ）（公民館館長）
広報部長（林田　２組　）
子ども育成部長（酒井　９組　）
健康福祉部長（川上　６組　）
生活環境部長（廣渡　３組　）
情報統括部長（松崎　３組　）
会計監査（福田　７組　）
会計監査（山口19組  ）
顧  問（大島　５組　）
所属専門部　新隣組長の候補案(略)
以上のように決定した。
新隣組長の引継ぎについて、左記の①から④について口頭で
概要説明があった。
組長から、引継ぎについて質問があった。
決まり事はあるのか、どうのようにするのかという問いに対し、
主に
・日の里2丁目自治会諸規定集
・各組の世帯数関連資料
・年会費や寄付金集金関連資料
・回覧板等
を引き継ぐと一般的な説明があり、詳しくは、顧問から説明することになった。また、諸規定集を保管している隣組等は、執行部に返却してくださいと要請があった（規約変更に伴い差替えを要するため）。
⑤主任福祉員から保険関連で必要だからと名簿要請があった。
⑥書記から、6月に預かった転入届を該当隣組長に返却した。
⑦管理不十分の隣地について問合せがきていると紹介された。
防災・防犯の点からも、空き家問題と同様に課題があると意見交換した。
⑧役員報酬の支給方法について、意見（提案）があった。
⑨分別収集時間について
厳寒期や猛暑の中、1時間立ちっぱなしは厳しい。もっと、例えば30分でもいいのではないかという意見があった。
→次回、改めて協議することになった。
⑩書記から、8年度新役員・専門職・隣組長名簿の連絡先等記載
内容について確認のお願いがあった。
（新隣組長分は現隣組長に）
次回の自治会会議予定　　　公民館にて
●新・現十役出席　役員会　３月１8日（水）午後７時～
●新・現十役、現隣組長出席　定例自治会議
３月2１日（土）午後７時～
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